
住宅改修について 
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して要介護区分に関係なく上限２０

万円まで住宅改修費が支給されます。（自己負担が１割または２割） 

住宅改修を行う場合はまず事前申請が必要です。着工の許可を得てから改修をして

ください。 

 

事前申請 

① 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費事前申請書 

② 住宅改修が必要な理由書 

③ 工事費見積書（内訳書） 

④ 改修前（現状）が確認できる写真（撮影日の分かるもの） 

⑤ 住宅改修の承諾書（改修を行う住宅の所有者が、当該被保険者でない場合） 

⑥ 使用部材のカタログの写し 

 

事後申請 

① 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書 

② 領収書 

③ 完成の状態を確認できる写真（撮影日の分かるもの） 

 

介護保険の対象となる工事 

●手すりの取り付け ●段差や解消の解消 ●滑りにくい床材・移動しやすい床材へ

の変更 ●開き戸から引き戸等への扉の取り替え ●その他これらの各工事に付帯し

て必要な工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

その他、不明な点等ございましたら担当までご相談ください。 

身延町役場介護保険担当 ☎０５５６－２０－４６１１ 

相 談 ・ 検 討 

 

◆身延町の窓

口やケアマネ

ージャーに相

談します。 

事 前 申 請 

 

◆工事を始め

る前に町の窓

口に必要書類

を提出し、改

修の申請をし

ます。 

工事・支払い 

 

◆町の審査結

果を受けてか

ら 着 工 し ま

す。 

◆改修後、写

真を撮影しま

す。 

◆改修費用を

事業者に支払

いします。 

事 後 申 請 

 

◆工事が完了

したら、町の

窓口に写真や

領収書など添

付し改修の事

後の手続きを

行います。 

払 い 戻 し 

 

◆工事が介護

保険の対象で

あること認め

られた場合、

２０万円を限

度に工事代金

の９割または

８割が支給さ

れます。 


